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目  次 

「提案区分」について 

2,203 件に及ぶ「各種事務事業の取扱い」は、協議会に一括提案したのではなく、

分科会及び専門部会での協議を経て、幹事会において調整された事務事業の取扱い

ごとに、順次、「その１」から「その１２」までの番号を付し、協議会に提案しま

した。 

359 ページ以降の表における「提案区分」とは、該当する事務事業の取扱いを協

議会に提案する際に付したこの番号を記したものです。 
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